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お
知
ら
せ

多 久 市
か ら の
お知らせ

問 佐賀県後期高齢者 医療広域連合　☎64−8476　市民生活課 保険年金係　☎75−2159
後期高齢者医療保険料のお知らせ

　

児
童
手
当
の
受
給
者
は
、
6
月
中
に
「
現
況
届
」

の
提
出
が
必
要
で
す
。
6
月
上
旬
に
「
現
況
届
」

を
郵
送
し
ま
す
の
で
、
内
容
を
確
認
し
、
署
名
の

う
え
、福
祉
課
こ
ど
も
係
ま
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

■
対
象
者　

児
童
手
当
受
給
者（
6
月
1
日
現
在
）

■
提
出
す
る
も
の

　

○�

児
童
手
当
・
特
例
給
付
の
現
況
届

　

※�

お
子
さ
ん
と
住
所
が
別
の
場
合
は
、お
子
さ
ん

の
現
住
所
の
住
民
票
謄
本
も
必
要
で
す

■
期
限　

6
月
30
日
㈬

■�

提
出
方
法

　

同
封
の
返
信
用
封
筒
で
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。

※�

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
防
止
の
た

め
、
郵
送
で
の
提
出
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

※�

期
限
ま
で
に
提
出
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
は
、
支

給
が
遅
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す

　
４
月
分
の
児
童
扶
養
手
当
受
給
者
に
は
、
申
請

な
し
で
、
４
月
3０
日
㈮
に
特
別
給
付
金
の
振
り
込

み
を
し
て
い
ま
す
が
、
給
付
を
受
け
て
い
な
い
ひ

と
り
親
世
帯
に
も
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
の
影
響
で
令
和
２
年
２
月
以
降
の
収
入
が
減
少

し
た
」
な
ど
一
定
条
件
を
満
た
し
て
い
れ
ば
、
同

様
の
給
付
が
受
け
ら
れ
ま
す
。
４
月
の
給
付
を
受

け
て
い
な
い
人
は
、
対
象
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま

す
の
で
、
ぜ
ひ
、
相
談
く
だ
さ
い
。

■
申
請
で
き
る
人

　
①�

公
的
年
金
（
遺
族
年
金
・
障
害
年
金
な
ど
）

を
受
給
し
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
児
童
扶
養

手
当
の
給
付
を
受
け
て
い
な
い
人

　
②�

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ

り
家
計
が
急
変
し
、
収
入
が
児
童
扶
養
手
当

受
給
の
人
と
同
じ
水
準
に
な
っ
た
人

■
支
給
額
　
児
童
１
人
に
つ
き
５
万
円

■
申
請
期
間
　
令
和
４
年
２
月
28
日
㈪
ま
で

多 久 市
か ら の
お知らせ

多 久 市
か ら の
お知らせ

問 

福
祉
課 

こ
ど
も
係　
☎
75

−

6
1
1
8

問 

福
祉
課 

こ
ど
も
係　
☎
75

−

6
1
1
8

６
月
は「
児
童
手
当
現
況
届
」の
提
出
月
で
す
！

子
育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別
給
付
金

（
ひ
と
り
親
世
帯
分
）の
申
請
案
内

～
４
月
3０
日
に
給
付
を
受
け
て
い
な
い 

み
な
さ
ん
へ
～

■年間保険料
　被保険者均等割額５２，３００円＋所得割（１０.０６％）
　＝保険料（賦課限度額６４万円）

《均等割》
　○均等割軽減特例の見直し
　　�　世帯の所得状況に応じて下表のとおり、均等割
額が軽減されます。

　　�　これまで特例として均等割の軽減割合が上乗せ
されて７.７５割軽減だった人は、令和 ３年度から本
来の ７割軽減となります。

　○軽減判定所得基準の変更
　　�　令和 ３年 １月 １日施行の個人所得課税の見直し
により、被保険者の保険料に不利益が生じないよ
うに対象者の所得要件の見直しを行いました。

対象者の所得要件
（世帯主および世帯の被保険者全員の軽減判定所得の合計額）

均等割の軽減割合

 ４３万円 ＋ １０万円 ×（年金・給与所得者数− １ ）以下　　　　　　　　　　　　　 7割

 ４３万円 ＋ 28万 ５ 千円 × 被保険者数 ＋ １０万円 ×（年金・給与所得者数− １ ）以下 ５割

 ４３万円 ＋ 　52万円　 × 被保険者数 ＋ １０万円 ×（年金・給与所得者数− １ ）以下 ２割


